
令和2年度町民の声対応簿

番号 受付日 標題 概要 回答・対応 担当部署 問合せ先 公開日 回答日

12 令和2年7月1日

ボランティア活
動について

JR浦安駅の花の手入れや駅周辺の清掃をボランティア
で行っている方を見かける。名前も存じ上げないの
で、こうしたボランティア活動を行っている方を町報
等で取り上げていただき、広く町民の方に知ってほし
いと思う。

この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうござい
ます。
この方のように、日頃からボランティアで活動をして
くださる方がおられることは、町としても大変有り難
く思っております。
広報ことうらへの掲載については、編集にあたり年間
計画に基づいて特集やコーナー設定をしており、紙面
の割り付け等も含めて調整が必要になります。また、
ボランティア活動の紹介は琴浦町社会福祉協議会が発
行する「福祉だより」などへの掲載も考えられます。
いずれにしても、ボランティアをされているご本人の
意向も踏まえてですが、町民の皆様へお知らせできる
よう前向きに検討したいと考えております。

企画政策課 0858-52-1708 令和2年10月1日 令和2年7月14日

13 令和2年7月9日

こども園への要
望について

こども園への要望等について、直接担当課に送付し、
とりまとめの上、対応結果等を各こども園に掲示する
ような仕組みができないか。

この度は、ご意見をいただき、ありがとうございま
す。
今回、ご意見いただいた園への要望の取りまとめにつ
きましては、琴浦町保育園保護者会連合会の取り組み
で行われているもので、各園ごとに保護者から取りま
とめておられるものだと思います。
取りまとめ方法については、各園の保護者会によって
違うと思いますが、ご意見をふまえ、プライバシーを
配慮した取りまとめとなるよう各園に検討してもらう
よう伝えます。
また、こども園・保育園へのご意見やご要望につきま
しては、園が窓口となっておりますが、なお、お困り
の際には、子育て応援課でもお伺いしますのでご相談
ください。伺った内容については、園と共有し、より
良い保育につながるよう努めて参ります。

子育て応援課 0858-52-1709 令和2年10月1日 令和2年7月14日

14 令和2年7月29日

バッティングセ
ンター設置につ
いて

野球人口を増加させるためにも町内にバッティングセ
ンターを整備してほしい。

野球人口を増やすために公設のバッティングセンター
を設置して欲しいというご意見に対して、町のスポー
ツの振興の方針として回答します。
スポーツ基本法では、スポーツの普及についてはス
ポーツ団体の努力と明記されています。行政の役割は
スポーツを行う機会を提供することで、今後も行政と
スポーツ団体が協働してスポーツの振興を図ります。
バッティングセンターについては、娯楽商業施設とし
て捉えており、公共の社会体育施設として設置するこ
とは考えておりません。

社会教育課 0858-52-1161 令和2年10月1日 令和2年10月1日
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番号 受付日 標題 概要 回答・対応 担当部署 問合せ先 公開日 回答日

15 令和2年7月31日

公金の適正支出
について

議会事務局からの郵便物について、切手の過大支出(94
円であるところを142円支出)があった。また、切手の
取扱いについて、私物での対応(立替払)があった。
ついては、公金を適正額支出していない可能性及び公
金・私物の混同があったと見受けられるので、調査・
改善を依頼する。

本町では、文書発送に当たり、週２回総務課にて取り
まとめ、料金後納郵便として発送しています。ただ
し、急を要する発送物については、切手対応としてい
ます。
切手の取扱いについては、予算内で切手を購入してい
る部署においては当該部署で、未保有の部署において
は総務課にて購入している切手を使用し、発送してい
ます。
本件について、議会事務局へ確認を行ったところ、御
指摘いただいた内容で対応した旨確認しました。
併せて、総務課管理の切手受払簿にて当該切手の交付
について確認したところ、令和２年７月29日付けで記
載があり、142円分の切手の交付が確認されました。
ついては、切手の過大支出が確認されましたので、交
付した切手を返還させ、正規料金分の切手を交付し直
します。
再発防止のため、全部署へ郵便料金の適正支出につい
て周知徹底を図るとともに、発送する郵送物の立替払
について原則認めないこととします。
また、総務課所管の切手については、郵便物の数、重
量、大きさ等を確認した上で切手を交付するよう手続
を改めます。

総務課
議会事務局

0858-52-2111
0858-52-1710

令和2年10月1日 令和2年8月7日

16 令和2年8月11日

新型コロナウイ
ルス感染症対策
について

新型コロナウイルス感染症拡大対策として、住民に鼻
呼吸を行うようポスター、HP、CM等で呼びかけて欲し
い。

ご意見をいただき、ありがとうございます。
鼻呼吸について関係機関にも問い合わせを行いました
が、現時点では新型コロナウイルス感染症の予防に鼻
呼吸が効果があるという根拠はないとの回答でした。
町としましては、今後も感染症予防として、３つの密
の回避、手洗いや咳エチケットなどを啓発していきた
いと考えております。

すこやか健康課
総務課

0858-52-1705
0858-52-2111

令和2年10月1日 令和2年8月17日

17 令和2年8月11日

花見潟墓地駐車
場について

化粧川を渡って左側にある小さい駐車場に、サー
ファーの人たちが車を停めているが、墓参りの期間だ
けでも墓参りされる方が優先的に停められるように、
看板か何かで知らせて欲しい。

花見型墓地の駐車場につきましては、赤碕財産区で管
理しております。ご要望の件につきましては、該当の
駐車場が海沿いの場所であることや、花見潟墓地に観
光地としての側面があることなどから、現時点では駐
車目的を限定しての使用は難しく、看板設置の必要性
は薄いと考えます。花見潟墓地周辺には、該当の駐車
場以外に複数の駐車場があります。駐車場の共同利用
にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

総務課 0858-52-2111 令和2年10月1日 令和2年10月1日
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18 令和2年8月11日

まなびタウンと
うはくのリ
ニューアル及び
ことうら商品券
の販売について

(1)各地区公民館は必要ないと思うので、まなびタウン
とうはくのリニューアルと併せて中央公民館のように
してはどうか。

(1)まなびタウンとうはくのリニューアルについて(社
会教育課)
「まなびタウンとうはくリニューアル」については、
満足度の高い施設となるよう住民意見を取り入れなが
ら進めています。令和２年８月30日(日)を１回目とし
て年内３回のワークショップを開催します。是非御参
加していただき、御意見をお願いします。
なお、地区公民館については、鳥取県内においても琴
浦町以外の多くの自治体で地区公民館が設置されてお
ります。
公民館の役割の一つは、行政が地域住民のニーズを把
握し、学習機会を企画し、提供する地域の学習の拠点
です。しかしながら、御指摘のとおり、人が集まりや
すい教養講座等に偏りがあり、公民館活動へ参加する
人が固定化しているという点については反省・改善す
べきであると認識しています。
現在、コロナ禍ではありますが、地域住民の活動の場
を提供し、感染症対策を徹底しながら事業を再開して
います。
今年度の取組として、地域の課題を捉え、その課題解
決についての「学び」を「地域課題解決学習」とし
て、地域住民と協働して進める取組を行っています。
地域にお住まいの方々や地域の各種団体と協働して持
続可能な地域作りに取り組みますので、今後とも御意
見をいただきますようお願いします。

社会教育課 0858-52-1161 令和2年10月1日 令和2年10月1日

18 令和2年8月11日

まなびタウンと
うはくのリ
ニューアル及び
ことうら商品券
の販売について

(2)ことうら商品券の販売について、販売日に仕事があ
る人や小さい子や目の離せない高齢者のいる家庭の人
は並べないので、抽選にしたり、一家庭の販売部数を
制限すべきだったと思う。

(2)ことうら商品券の販売について(商工観光課)
本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
る町内事業所の売上回復及び地域経済の活性化を図る
ことを目的に実施しました。
御指摘のとおり、当日諸事情により並ぶ事ができな
かった方もおられたかと思います。前回の販売終了
後、追加販売や多数の御意見を頂戴し、第２弾プレミ
アム付き「ことうら商品券」を販売することが決定し
ました。
今回の対象者は、前回購入することができなかった方
を対象とします。販売方法は、１週間申込・購入期間
を設けるとともに、３密にならないよう申込・購入場
所も３箇所設けております。また、申込多数の場合は
抽選とさせていただきます。
併せて、前回購入することができなかった皆様に購入
していただけるよう、周知して参ります。

商工観光課 0858-52-1713 令和2年10月1日 令和2年10月1日

19 令和2年8月17日

農業者トレーニ
ングセンターの
利用について

今年度から農業者トレーニングセンターが予約しなけ
れば土日の利用ができないため、不便である。
人件費や利用率のこともあるかと思うが、再考願いた
い。

御不便をお掛けして申し訳ありません。
農業者トレーニングセンターの利用についてですが、
令和２年４月より役場管理業務の集約化のため、夜間
及び土・日曜日・祝日の管理人での対応ができなくな
りました。このため、町内社会体育施設全体の貸出手
続等の管理方法を見直し、事前申込みでの受付対応と
させていただきます。事前に利用申請書を提出してい
ただければ、今まで同様に土・日曜日・祝日でも御利
用いただけます。
また、事前申込みはメール及びファックスでも申請が
可能です。
東伯総合体育館においても同様に、事前の利用申請の
みの対応を行っております。
御不便をお掛けしますが、御理解と御協力をお願いし
ます。

社会教育課 0858-52-2047 令和2年10月1日 令和2年8月31日
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20 令和2年8月24日

移住者の受入体
制について

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、本町におけ
る移住者の受入体制はどのようになっているのか。

本町では、関係部署で構成する新型コロナウイルス感
染症対策本部会議等を開催し、感染予防対策に取り組
んでいます。
町民の方に対しては、密集、密閉、密接の３密を避け
る、手洗い・うがいの励行、マスクの着用など、普段
の生活や感染が拡大している地域との往来の際に留意
すべき事項について、行政放送、ホームページ等で周
知を行っているところです。
一方、県外から転入される方に対しては、転入手続時
にPCR検査の実施確認や体調の聞き取り等は行っていま
せんが、問合せがあった場合には、相談窓口を御案内
しています。今後は、手続時にチラシを配布し、感染
予防に努めていただくよう改めて注意喚起します。
また、県外の方が相談や現地確認など移住を前提とし
て来町される場合、PCR検査の受診までは求めていませ
んが、本人や周囲の方の体調が来町２週間前から良好
であることを聞き取りした上で受け入れを行っていま
す。
更に、来町時には検温と最終的な体調について聞き取
りし、マスクの着用や手指消毒を徹底していただくと
ともに、体調不良を感じた場合は、早急に相談窓口へ
連絡いただくよう御案内しています。
今回移住された方についても上記の対応を行い、鳥取
県での新型コロナウイルス対策について御説明してい
ます。
県外からの移住について、不安を感じられることもあ
るかと思いますが、公的機関の提供する正確な情報を
入手し、冷静な行動を取っていただきますようお願い
します。

総務課(総合窓口
係・防災危機管理
室)
企画政策課

0858-52-2111
0858-52-1708

令和2年10月1日 令和2年10月1日

21 令和2年9月14日

赤碕地区のこど
も園について

東伯地区ばかり新しい園にしているので、赤碕地区の
こども園についても園の修理又は新しい園にして欲し
い。

御指摘いただいたとおり、ふなのえこども園は、昭和
53年度に建設され、施設の老朽化が進み修繕する部分
も増えてきております。
町としても早期に改善するべきこととして、今年度か
ら来年度にかけて、あり方検討会を開催し、園の新設
等の方向性について話し合いを進めていきます。
現在の施設の不具合については、その都度緊急性のあ
るものについて随時修繕・改修等を行い、園児が安全
に生活できるよう努めております。
また、町内の園について、建設年数に違いはあります
が、施設の必要なメンテナンスについては、随時対応
しておりますので、御理解願います。

子育て応援課 0858-52-1709 令和2年10月1日 令和2年10月1日

22 令和2年9月25日

琴浦町営斎場に
ついて

琴浦町営葬場は、町内外を含めた多くの方が足を運
び、人生の最期に訪れる場所であるにもかかわらず、
管理(外周樹木、係員の対応、待合室の不充実等)が行
き届いていないと感じる。利用者が満足できるような
施設に整備して欲しい。

琴浦町営斎場は建設から26年が経過し、施設の老朽化
が進んでいます。
また、新型コロナウイルスの影響により待合ホールを
始めとして、施設の利用制限をかけさせていただいて
いる部分もあります。
そういった状況下にあっても外周景観整備等対応可能
な部分はあります。いただいたご意見を踏まえ、皆さ
まに気持ちよくご利用いただける斎場を目指した取組
みを進めていきたいと考えていますので、何卒ご理解
とご協力をお願いします。

建設環境課 0858-55-7808 令和3年1月4日 令和3年1月4日


